赤井川村公共施設等総合管理計画改訂業務
仕様書

[bookmark: _Hlk178338889]１．業務名
[bookmark: _GoBack]赤井川村公共施設等総合管理計画改訂業務

[bookmark: _Hlk178339294]２．委託期間
[bookmark: _Hlk178339182]契約締結日から令和９年３月３１日まで

３．業務の目的
公共施設等を取り巻く環境の変化を踏まえ、赤井川村においても公共施設等に対する将来的な需要が変化していくことが予測されることから、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを長期的視点により計画的に行う必要性が生じている。
今後においても住民の安全な施設利用を確保し、住民の求める機能を兼ね備えた施設としていくためには、公共施設全体での施設・サービスのあり方を引き続き検討していく必要がある。
国においては、「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」が令和５年１０月１０日付けで改訂されており、また、「赤井川村公共施設個別施設計画」及び「赤井川村学校施設長寿命化計画」との整合を図る観点から、現行の公共施設等総合管理計画の充実と見直しを図るため、本計画の改訂を行うことを目的とする。

[bookmark: _Hlk178341024]４．業務内容
(１)国（総務省）の指針との整合
総務省作成の「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」に基づき、赤井川村公共施設等総合管理計画に必要な事項を反映する。
(２)基本的な方針の検討
ユニバーサルデザイン化の推進等、現行の公共施設等総合管理計画の改訂を見据え、基本的な方針の整理、追記を行う。
(３)個別施設計画等との整合
個別施設計画の情報・データを収集し、公共施設等総合管理計画に反映できるよう個別施設計画の整備方針、経費見込み等の整理を行う。
(４)関連計画との整合
[bookmark: _Hlk49526948]「赤井川村総合戦略」及び「第次赤井川村総合計画」、「赤井川村国土強靭化地域計画」との整合を図る。
(５)基礎データの収集・整理
村の現況に関わる基礎的なデータを収集・整理し、公共施設等総合管理計画改訂の基礎とする。
(６)人口推計等の反映
令和７年度に策定した「赤井川村人口ビジョン」における推計値を基に総人口、年齢階層別人口、世帯数等を公共施設等総合管理計画に反映する。
(７)数値目標検討とＰＤＣＡサイクル確立
ＰＤＣＡサイクルの確立や目標の定量化に向けた各公共施設の数値目標について、現行の公共施設等総合管理計画の進捗状況を整理し、必要に応じ計画に追記を行う。
(８)各課ヒアリングの実施
必要に応じて各課ヒアリングを行い、公共施設等総合管理計画に必要な修正を加えるものとする。
(９)更新等経費に関する将来推計の実施
将来必要となる維持管理、修繕、更新の中長期的な経費の見込について試算する。
(10)計画素案の作成
上記(１)～(９)を踏まえ、現行計画に対し修正が必要な事項を反映し、計画素案を作成する。
(11)パブリックコメントの実施支援
上記（10）で作成した計画素案に関するパブリックコメントの意見に対して、回答案を作成するなどの支援を行う。
(12)総合管理計画の最終案とりまとめ
上記における検討及び庁内関係課等からの意見を踏まえ、村との協議の上で総合管理計画の最終案を作成する。

[bookmark: _Hlk178341132]５．成果品
(１)公共施設等総合管理計画（Ａ４判、４Ｃ、50ページ程度、打ち出し１部）
(２)上記の電子データ（ＣＤ１枚）

６．その他
(1). 本業務を進めるにあたって、個人情報及びプライバシーの保護が必要であることから、受託者は、個人情報保護に関する条例を遵守するとともに、「プライバシーマーク」認証を要する。
(2). 仕様書に記載されていない業務が発生した場合は、双方で協議し、対応の可否を含めて別途決定する。
(3). この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議するものとする。
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